業務委託契約書（例）

委託者 　（以下甲という。）と受託者　　（以下乙という。）は、次のとおり業務委託契約を締結する。
（原　　則）
第1条 甲及び乙は、本契約の各条項を信義に則り誠実に履行するものとする。
（委託業務の範囲）
第２条
甲は、下記の業務の処理を乙に委託するものとする。
（契約期間）
第３条　契約の期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までとする。
　　　　契約終了日の３か月前までに甲・乙いずれかの意思表示のない場合は、従前と同一の内容をもって、この契約は更新されたものとし、以後もまた同様とする。
（委託料及び支払時期）
第４条
甲は、乙に対し、本契約による委託料を支払うものとし、その細目は次のとおりとする。
（1） 金　　額　　　　　　　　　 円　(月額：うち消費税　　　　円)　　
（2） 支払方法　　当月分を当月の　　日に乙の指定する口座に振り込む。ただし金融機関が休　業日の場合は、　　直前の金融機関営業日とする。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（委託料の変更）
第5条 甲又は乙は、乙又は甲と協議の上、委託料の変更を申し出ることができるものとする。
（資料の提示）
第6条 乙が業務処理に必要な書類、帳簿その他の資料は、甲が提示するものとする。ただし、これらの資料の不備に基因して生じた委託業務の瑕疵については、甲の責任とする。
（機密保持）
第7条 乙は、本契約に基づき知り得た一切の事項について、第三者に漏洩してはならないものとする。
（損害賠償）
第8条 乙がその責に帰すべき事由により本契約に違背し甲に損害を与えたときは、乙は甲に対してその損害を賠償する。ただし、乙が通常要求される程度の注意をなしたとき、または相当の注意をなしたとしても損害が生じたと認められる場合は、この限りではない。
第9条 （契約の解除）
第10条 甲乙いずれかが契約期間の途中において本契約を解除するときは、３ヶ月前までにその意思表示を行うものとする。ただし、甲乙いずれかが本契約に違反し、又はいずれかに不信行為があったときは、意思表示を行うことにより、直ちに本契約を解除することができるものとする。
（協議解決）
第11条 本契約に関し疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項が生じたときは、そのつど甲乙協議の上、誠実に解決を図るものとする。
以上の契約の証として本契約書２通を作成し、甲及び乙は、これに記名押印し、それぞれ１通を所持するものとする。
年　　月　　日
　　　　　　　　委託者（甲） 　　　 eq \o\ad(所在地,　　　　)　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業所名　　
　　　　　　　　　　　　 　　　　　 eq \o\ad(代表者,　　　　)　　
　　　受託者（乙）　　　 住　　所　　　
　　　　　　　　　　 　　　　　　　氏　　名　　　
